
朝霞地区一部事務組合だより

令和8年度予算の概要
一般会計予算の総額は、59億8,597万1千円で、
前年度当初予算額61億2,012万1千円に対して、1
億3,415万円（2.2％）の減額となっています。
障害者支援施設では、利用者への生活支援と快適な
生活環境の維持管理等に努めます。
し尿処理場では、効率的な施設運営に努め、安全で
適切な処理業務を行います。
消防局では、新座消防署エレベーター改修工事を行
うほか、消防ポンプ自動車、救急自動車等を購入し、
災害発生時に迅速に対応できる体制を整備し、消防力
の維持向上を図ります。
問／事務局総務課 ☎461-2415

事務局職員の募集
詳しくは、ホームページをご確認ください。
職種／一般事務職・障害者支援施設支援員
試験案内／7月上旬よりホームページで公開
申込期間／9月25日㈮～10月7日㈬
申込方法／総務課またはすわ緑風園へ郵送・持参
試験日／第1次試験：10月25日㈰

第2次試験：12月に実施予定
※第1次試験合格者が対象

問／事務局総務課 ☎461-2415

消防職員の募集
詳しくは、ホームページをご確認ください。
試験案内／7月上旬よりホームページで公開（消防局
および各消防署・分署で配布あり）
申込期間／8月3日㈪～17日㈪
申込方法／埼玉県南西部消防局へ郵送【消印有効】
試験日／第1次試験：9月20日㈰

第2次試験：10月9日㈮、10月21日㈬
または22日㈭

※第1次試験合格者が対象
第3次試験：11月19日㈭に実施予定
※第2次試験合格者が対象

問／埼玉県南西部消防局消防総務課 ☎460-0119

感震ブレーカーを設置しましょう
感震ブレーカーは地震発生時に設定値以上の揺れを

感じるとブレーカーやコンセントなどの電気を自動的
に止める器具です。
地震による火災の過半数は電気が原因といわれてお

り、感震ブレーカーの設置は地震発生時の電気火災を
防ぐ有効な手段の1つとなります。感震ブレーカーに
は工事が必要な分電盤タイプや家電量販店で購入可能
な簡易タイプなどさまざまな種類があり
ます。製品ごとの特徴や注意点を踏まえ、
ご自宅に合ったものを選びましょう。
問／埼玉県南西部消防局予防課
☎460-0121

緊急時の受け入れ事業のお知らせ
すわ緑風園では、地域の皆さんが安心して暮らし続

けられる環境づくりの一環として、障害のある方を対
象に、介護者の急病や家庭の事情などにより一時的な
支援が必要となった場合に、緊急的な受け入れや相談
を実施しています。
受け入れに際して、本サービスを円滑に利用いただ

くため、事前の利用登録をお勧めしています。詳しく
は、すわ緑風園までお問い合わせください。
問／すわ緑風園
☎461-3028

火災・病院案内
管内の火災発生状況や休日・夜間などに診療を行っ

ている医療機関（管内・近隣）の診療状況を音声ガイ
ダンスで案内しています。
病院を受診される方は、直接病院に電話連絡のうえ、

受診してください。

★案内専用ダイヤル ☎461-8181
問／埼玉県南西部消防局指令統括課
☎460-0123

○「朝霞地区一部事務組合」って？
朝霞地区一部事務組合は、朝霞市・志木市・和光市および新座市の4市で構成され、し尿処理場、障害者支
援施設すわ緑風園、埼玉県南西部消防局の業務を共同で行っています。
■朝霞地区一部事務組合 事務局
朝霞市溝沼1-2-27
☎461-2415

■障害者支援施設 すわ緑風園
和光市南2-3-2
☎048-461-3028

■埼玉県南西部消防局
朝霞市溝沼1-2-27
☎460-0119

11広報あさか　2026.7※市外局番のない電話番号は『048』をつけておかけください。

保険料
（年額）

問／国保年金課　☎463-0283

問／国保年金課　☎463-1928

均等割額の軽減： 所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の令和７年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下
の場合には、次のとおり保険料の均等割額が軽減されます。（医療分・子ども分）

均等割額軽減割合 軽減判定基準（　　　　　は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します）
７割（医療分は7.2割） 基礎控除額 (43万円）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）

５割 基礎控除額 (43万円 ) ＋31万円×（被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）
２割 基礎控除額 (43万円 ) ＋57万円×（被保険者数）＋10万円×（年金・給与所得者の数－1）

※詳しくは、納入通知書等に同封の「保険料のしおり」をご覧ください。

令和８年度の保険料は次のとおり計算します
医療分　＝　均等割額 52,370円　+　所得割額（賦課のもととなる所得金額×所得割率9.49％）
（上限85万円）
子ども分＝　均等割額 1,330円　+　所得割額（賦課のもととなる所得金額×所得割率0.25％)
（上限２万１千円） 

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の「納付済額のお知らせ」は一律に発送していません。
発行を希望される方には、個別に発送します。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

区分 令和７年度
（改正前）

令和８年度
（改正後） 差

医療保険分

所得割 7.6％ 7.6％ ±0
資産割 20％ 10％ ▲10％
均等割 22,000円 34,000円 12,000円
平等割 7,000円 4,000円 ▲3,000円
課税限度額 65万円 66万円 1万円

後期高齢者
支援金等分

所得割 2.3％ 2.6％ 0.3％
均等割 12,000円 14,000円 2,000円
課税限度額 24万円 26万円 2万円

介護保険分
所得割 2.0％ 2.2％ 0.2％
均等割 12,000円 14,000円 2,000円
課税限度額 17万円 17万円 ±0

子ども・子育て
支援金分

所得割 ー 0.3％ 新設
均等割 ー 1,800円 新設

18歳以上均等割 ー 100円 新設
課税限度額 ー 3万円 新設

合計

所得割 11.9％ 12.7％ 0.8％
資産割 20％ 10％ ▲10％
均等割 46,000円 63,900円 17,900円
平等割 7,000円 4,000円 ▲3,000円
課税限度額 106万円 112万円 6万円

軽減割合 世帯の総所得金額（改正前） 世帯の総所得基準額（改正後）
７割軽減 43万円＋10万円×（給与または年金所得者の数－１）以下 43万円＋10万円×（給与または年金所得者の数－１）以下

５割軽減 43万円＋30万５千円×被保険者数＋10万円×（給与または年金所得者の数－１）以下
43万円＋31万円×被保険者数＋10万円×（給与または年
金所得者の数－１）以下

２割軽減 43万円＋56万円×被保険者数＋10万円×（給与または年金所得者の数－１）以下
43万円＋57万円×被保険者数＋10万円×（給与または年
金所得者の数－１）以下

※被保険者には、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行して継続して同一世帯に属する、特定同一世帯所属者も含まれます。
※ 給与収入は55万円以上、年金収入は65歳未満が60万円以上、65歳以上が110万円（公的年金等に係る特別控除後は125万円）以上
の方が対象となります。

令和８年度における保険税率・課税限度額・軽減判定所得の基準額が変わります
〇「資格確認書・資格情報のお知ら
せ」の一斉更新の送付
・マイナ保険証をお持ちの方
　「資格情報のお知らせ」を普通郵
便で送付します。69歳までの方は
記載内容に変更がない限り、送付さ
れません。
・マイナ保険証をお持ちでない方
　「資格確認書」を特定記録郵便で
送付します。
※マイナ保険証とは、保険証利用登
録がされたマイナンバーカードをい
います。
※世帯内で資格情報のお知らせと資
格確認書が混合する場合は別々の封
筒で届きます。
令和８年度の保険税率等の改正の詳細は、市ホー
ムページをご確認ください。

国民健康保険にご加入の皆さんへ国民健康保険にご加入の皆さんへ

後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ後期高齢者医療保険にご加入の皆さんへ
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